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佐
賀
県
告
示
第
二
百
三
十
五
号 

 

佐
賀
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
昭
和
五
十
二
年
佐
賀
県
条
例
第
二
十
四
号
）
第
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
青
少
年
に
有
害
な
刃
物
類
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
、
平
成
二
十
二

年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

な
お
、
青
少
年
に
有
害
な
が
ん
具
刃
物
類
の
指
定
（
平
成
十
年
佐
賀
県
告
示
第
二
百
十
六

号
）
及
び
青
少
年
に
有
害
な
が
ん
具
刃
物
類
の
指
定
（
平
成
二
十
年
佐
賀
県
告
示
第
二
百
五

十
号
）
は
、
廃
止
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
六
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

佐
賀
県
知
事 

 

古 
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康 
 

 
 

 

22
―
３ 

22
―
２ 

22
―
１ 

指
定
番
号 

固
定
式
の

ナ
イ
フ 

両
刃
ナ
イ

フ バ
タ
フ
ラ

イ
ナ
イ
フ

（
通
称
） 

名
称 

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
施
行
規
則

（
昭
和
三
十
三
年
総
理
府
令
第
十
六

号
）
第
百
二
条
の
規
定
に
よ
り
測
定
し

た
刃
体
の
長
さ
（
以
下
単
に
「
刃
体
の

長
さ
」
と
い
う
。
）
が
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
を
超
え
る
ナ
イ
フ
で
あ
っ
て
、
刃
体

が
柄
に
固
定
さ
れ
た
も
の 

鎬
し
の
ぎ

を
中
心
と
し
て
両
刃
の
刃
体
を
有
す

る
ナ
イ
フ
で
あ
っ
て
、
刃
体
の
先
端
部

が
鋭
い
も
の 

通
常
は
刃
体
が
柄
の
内
部
に
収
納
さ

れ
、
使
用
に
際
し
、
刃
体
と
柄
の
結
合

部
を
軸
と
し
て
開
刃
さ
せ
、
開
刃
し
た

刃
体
を
柄
と
直
線
に
固
定
さ
せ
る
装
置

を
有
す
る
ナ
イ
フ
の
う
ち
、
柄
の
部
分

が
二
つ
に
分
か
れ
て
、
こ
れ
を
回
転
さ

せ
る
こ
と
に
よ
り
刃
体
を
両
方
の
柄
で

挟
む
よ
う
に
収
納
す
る
こ
と
が
で
き
る

も
の 

形
状
及
び
構
造 

〃 〃 

人
の
生
命
、
身
体
若

し
く
は
財
産
に
危
害
を

及
ぼ
し
、
又
は
青
少
年

の
非
行
を
誘
発
し
、
青

少
年
に
所
持
さ
せ
る
こ

と
が
そ
の
健
全
な
育
成

を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が

あ
る
。 

指
定
理
由 
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22
―
５ 

22
―
４ 

ス
ラ
イ
ド

式
の
ナ
イ

フ 折
り
た
た

み
式
の
ナ

イ
フ 

刃
体
の
長
さ
が
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を

超
え
る
ナ
イ
フ
で
あ
っ
て
、
通
常
は
刃

体
が
柄
の
内
部
に
収
納
さ
れ
、
使
用
に

際
し
、
柄
を
振
る
こ
と
等
に
よ
り
刃
体

を
露
出
さ
せ
、
露
出
し
た
刃
体
を
柄
と

固
定
さ
せ
る
装
置
を
有
す
る
も
の 

刃
体
の
長
さ
が
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を

超
え
る
ナ
イ
フ
で
あ
っ
て
、
通
常
は
刃

体
が
柄
の
内
部
に
収
納
さ
れ
、
使
用
に

際
し
、
刃
体
と
柄
の
結
合
部
を
軸
と
し

て
開
刃
さ
せ
、
開
刃
し
た
刃
体
を
柄
と

直
線
に
固
定
さ
せ
る
装
置
を
有
す
る
も

の 

〃 〃 


